
は
じ
め
に

鎌
倉
時
代
も
末
期
を
迎
え
た
元
徳
二
年
（
一
三
三
○
）
、
後
齪
醐
天
皇
の
叡

山
行
幸
が
行
な
わ
れ
た
。
当
時
の
叡
山
は
大
衆
の
多
く
が
僧
兵
化
し
、
強
大
な

兵
力
を
持
つ
に
到
っ
て
い
た
。
天
皇
の
行
幸
の
目
的
も
、
来
る
鎌
倉
幕
府
と
の

戦
い
に
備
え
て
、
彼
ら
の
助
勢
を
得
る
事
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
行
幸
の
様
子

を
記
し
た
『
日
吉
社
井
叡
山
行
幸
記
』
（
以
下
『
行
幸
記
』
）
に
は
、
そ
の
よ

う
な
山
内
の
様
子
に
つ
い
て
、
次
の
批
判
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

山
門
の
衰
微
は
偏
起
二
門
主
貫
長
之
不
誼
一
、
其
故
如
何
者
、
諸
門
跡
領
は

悉
是
山
王
依
怯
也
、
而
盗
充
．
行
房
人
俗
徒
一
合
、
不
し
顧
二
本
房
之
顛
倒
一
、

徒
立
．
飼
飛
牛
俊
馬
一
分
、
不
し
歎
二
講
行
之
陵
遅
一
、
適
雛
レ
充
．
行
山
中
之

（
１
４
）

輩
一
、
賞
．
翫
猛
勢
稚
物
之
衆
徒
一
、
不
し
学
二
稽
古
讃
仰
之
禅
侶
一
、

『
行
幸
記
』
の
記
述
は
明
確
に
、
僧
兵
の
強
大
化
を
「
山
門
の
衰
微
」
と
指
摘

し
た
。
そ
し
て
そ
の
責
任
を
、
座
主
を
始
め
と
す
る
諸
門
跡
た
ち
に
帰
し
て
い

ブ
（
》
◎

叡
山
の
貴
族
化
が
顕
著
に
な
っ
た
の
は
、
平
安
時
代
に
、
一
山
の
中
興
者
と

し
て
名
高
い
良
源
が
、
自
己
の
後
継
者
に
摂
関
家
出
身
の
尋
禅
を
宛
て
た
頃
か

円
戒
復
興
と
記
家
の
思
想

Ｉ
『
渓
嵐
拾
葉
集
』
を
中
心
に
卜

ら
で
あ
ろ
う
か
。
叡
山
は
本
来
は
、
学
問
・
修
行
に
秀
れ
た
人
物
を
座
主
と
す

る
自
治
機
構
を
備
え
て
い
た
。
し
か
し
や
が
て
、
皇
族
・
摂
関
家
の
子
弟
を
対

象
と
す
る
寺
院
内
の
貴
族
Ⅱ
門
跡
、
が
成
立
し
た
。
権
勢
家
の
子
弟
を
門
跡
と

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
体
制
と
の
つ
な
が
り
を
強
め
荘
園
や
利
権
を
確
保
す
る
こ

と
で
、
叡
山
は
中
世
を
生
き
抜
い
て
き
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
事
は
ま

た
、
山
内
に
世
俗
の
関
係
を
持
ち
込
む
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
各
門
跡
は
自
己
の

権
益
を
守
る
た
め
に
、
本
来
は
「
山
王
依
枯
」
、
つ
ま
り
叡
山
全
体
の
公
的
な

領
地
を
、
配
下
と
な
る
僧
兵
の
有
力
者
に
私
的
に
与
え
、
利
権
を
め
ぐ
る
争
い

に
明
け
暮
れ
て
学
問
な
ど
に
は
目
を
向
け
な
い
有
様
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、

勢
力
を
蓄
え
た
大
衆
た
ち
は
、
次
第
に
独
自
の
権
力
を
獲
得
し
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。

猛
勢
を
こ
の
む
衆
徒
は
。
仏
法
の
あ
だ
と
な
る
を
も
し
ら
ず
。
人
法
興
隆

と
名
づ
け
て
。
不
善
の
輩
を
あ
つ
め
を
く
ゆ
へ
に
。
悪
行
も
こ
と
に
繁
く

（
ワ
》
）

侍
る
に
や
。
（
『
行
幸
記
』
）

彼
ら
は
し
ば
し
ば
徒
党
を
組
み
、
自
己
の
要
求
を
掲
げ
山
内
の
各
所
を
占
拠

し
、
示
威
行
動
を
行
っ
た
（
閉
籠
）
・
彼
ら
の
、
自
己
の
勢
力
を
誇
示
す
る
姿

は
、
既
存
の
秩
序
を
良
し
と
す
る
人
灸
の
側
か
ら
は
、
「
異
形
」
の
者
と
し
て

曽
根
原

八
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扱
わ
れ
て
い
る
．

す
べ
て
閉
籠
衆
の
や
う
を
と
れ
ば
。
お
も
て
に
は
覆
面
を
た
れ
て
、
目
ば

か
り
あ
な
を
あ
け
つ
く
り
。
こ
ゑ
け
う
と
げ
に
て
。
態
と
異
形
な
る
け
し

（
３
）

き
。
さ
ら
に
此
世
の
人
を
承
る
心
地
も
せ
ず
。
（
『
行
幸
記
』
）

こ
の
よ
う
な
大
衆
層
の
勢
力
拡
大
・
自
己
主
張
は
、
世
俗
の
権
力
者
に
と
っ

て
も
好
ま
し
い
状
況
で
は
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
内
実
が
そ
う
だ
か
ら
と
い

っ
て
、
叡
山
の
権
威
が
失
な
わ
れ
た
訳
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
叡
山
僧
の

行
為
は
、
依
然
と
し
て
伝
統
の
重
さ
を
担
っ
て
、
周
囲
の
人
々
を
威
圧
し
た
。

後
醍
醐
の
行
幸
か
ら
約
四
十
年
後
の
応
安
元
年
（
一
三
六
八
）
、
僧
兵
た
ち
の

嗽
訴
を
弾
圧
し
よ
う
と
す
る
室
町
幕
府
に
対
し
て
、
前
関
白
近
衛
道
嗣
は
、
次

の
よ
う
な
感
想
を
日
記
に
記
し
て
い
る
。

：
…
．
所
詮
山
門
嗽
訴
無
其
謂
上
者
、
雛
奉
振
神
輿
、
不
可
有
傾
動
之
儀
、

任
法
可
有
沙
汰
之
由
武
家
已
仰
切
云
々
、
且
此
子
細
執
達
公
家
云
々
、
此

成
敗
尤
可
有
猶
預
事
鰍
、
山
門
訴
訟
宥
沙
汰
、
古
来
之
儀
、
毎
度
之
事

（
４
）

鍬
、
今
度
武
家
沙
汰
之
趣
、
不
被
甘
心
、
可
恐
灸
々
、

「
法
に
任
」
せ
た
処
分
を
要
求
す
る
幕
府
に
対
し
て
道
嗣
は
、
山
門
の
訴
え
が

宥
さ
れ
る
の
は
「
古
来
之
儀
」
で
あ
る
と
反
論
す
る
。
そ
し
て
事
件
が
結
局

は
、
叡
山
側
の
要
求
す
る
南
禅
寺
の
楼
門
破
却
で
終
わ
っ
た
事
に
も
見
ら
れ
る

よ
う
に
、
道
嗣
の
言
う
「
古
来
之
儀
」
は
そ
れ
な
り
の
力
を
持
っ
て
、
叡
山
僧

の
行
為
を
支
持
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
一
方
で
は
、
山
門
内
部
の
変
化
は
押
し
止
め
よ
う
も
な
く
表
面
化
し

て
き
て
い
た
。
康
永
四
年
（
一
三
四
五
）
の
天
龍
寺
供
養
勅
願
を
め
ぐ
る
嗽
訴

で
は
、
僧
兵
た
ち
は
座
主
・
門
跡
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
憤
憲
を
突
き
つ
け

て
い
る
。

右
天
龍
寺
勅
願
停
廃
事
、
為
一
山
之
大
訴
三
千
諺
陶
上
者
、
門
主
貫
長
代

衆
徒
而
可
被
廻
愁
訴
入
眼
之
計
略
之
処
、
悉
御
在
坂
本
之
條
、
御
要
何
事

（
５
）

哉
、
若
輩
殊
所
憤
申
也
、

座
主
・
門
跡
の
存
在
ま
で
は
否
定
し
な
い
と
し
て
も
、
叡
山
内
で
は
彼
ら
は
、

大
衆
た
ち
の
意
向
に
反
す
る
行
為
に
対
し
て
は
、
た
ち
ま
ち
批
難
を
受
け
る
ま

で
権
威
を
落
と
し
て
い
た
。
二
十
三
年
後
の
南
禅
寺
楼
門
破
却
事
件
で
は
、
青

蓮
院
・
三
千
院
と
い
っ
た
宮
門
跡
は
、
僧
兵
に
敵
対
す
る
幕
府
の
側
に
立
っ
た

（
６
）

結
果
、
山
上
か
ら
追
い
出
さ
れ
る
始
末
で
あ
っ
た
と
い
う
。
権
力
者
側
か
ら
見

れ
ば
「
山
門
衰
微
」
で
あ
る
が
、
実
態
に
即
し
て
言
う
な
ら
支
配
秩
序
の
混

乱
と
で
も
言
う
べ
き
か
。
近
衛
道
嗣
の
言
う
「
古
来
之
儀
」
が
叡
山
の
権
威
を

保
ち
続
け
て
は
い
る
も
の
の
、
叡
山
内
部
で
は
そ
の
「
伝
統
に
支
え
ら
れ
た
秩

序
」
は
、
音
を
立
て
て
崩
れ
始
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
事
態
を
眼
の
あ
た
り
に
し
て
い
た
叡
山
僧
た
ち
は
、
そ
の
伝
統

的
秩
序
の
崩
壊
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
反
応
を
見
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。

一
、
『
渓
嵐
拾
葉
集
』
成
立
の
背
景

少
し
く
時
代
は
下
る
が
、
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
に
叡
山
か
ら
老
中
田
沼

意
次
に
提
出
さ
れ
た
覚
書
に
は
、
次
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。

ノ
ノ

本
山
五
箇
別
処
事
者
満
山
皆
籠
山
持
戒
ノ
人
ナ
レ
ト
モ
、
中
古
已
来
祖

法
衰
微
シ
テ
、
満
山
ノ
大
衆
甚
〆
〈
戦
闘
ノ
事
一
一
ノ
ミ
日
ヲ
過
セ
リ
。
故

二
有
し
志
者
黒
谷
・
神
宮
寺
・
神
蔵
寺
二
引
籠
り
て
如
二
祖
法
一
行
鯆
弘

故
二
黒
谷
一
三
叡
空
・
源
空
等
師
住
居
シ
、
神
宮
寺
・
神
蔵
寺
一
天
皇
円

（
ヴ
ー
）

等
住
居
セ
リ
。

一
山
の
世
俗
化
に
よ
っ
て
、
既
存
の
寺
は
修
行
の
場
と
し
て
の
機
能
を
失
っ

八



た
。
そ
の
た
め
学
問
修
行
を
志
す
僧
は
、
新
た
な
修
行
地
（
別
所
）
に
集
い
、

「
祖
法
」
の
復
興
を
志
し
た
と
い
う
。
祖
法
の
復
興
と
は
具
体
的
に
は
「
籠
山

・
持
戒
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
最
澄
以
来
の
円
戒
の
復
興
と
し
て
捉
え
ら
れ

た
。

日
本
天
台
宗
の
開
祖
最
澄
が
、
従
前
の
南
都
の
戒
壇
に
対
し
て
彼
独
自
の
立

場
か
ら
大
乗
戒
壇
の
創
設
を
提
唱
し
、
そ
の
た
め
に
一
生
を
捧
げ
た
事
は
広
く

知
ら
れ
て
い
る
。
最
澄
の
戒
は
鑑
真
以
来
の
戒
律
と
異
な
り
、
小
乗
戒
を
認
め

な
い
点
に
特
徴
が
あ
り
、
円
戒
と
呼
ば
れ
た
。
大
乗
戒
壇
で
円
戒
を
授
け
ら
れ

る
事
は
、
具
体
的
に
は
十
二
年
間
の
籠
山
を
意
味
し
て
い
た
。

誠
願
。
両
業
出
家
。
永
廻
小
乗
儀
。
固
為
大
乗
儀
。
依
法
華
経
制
。
不
交

小
律
儀
。
毎
年
春
三
月
。
先
帝
国
忌
日
。
於
比
叡
山
。
与
清
浄
出
家
。
為

菩
薩
沙
弥
。
授
菩
薩
大
戒
。
亦
為
菩
薩
僧
。
即
便
令
住
山
修
学
。
一
十
二

（
８
）

年
。
為
国
家
衛
。
福
利
群
生
。
（
請
立
大
乗
戒
表
）

こ
こ
に
は
「
菩
薩
大
戒
」
（
円
戒
）
を
受
け
、
十
二
年
間
比
叡
山
に
籠
っ
て

修
行
・
学
問
を
行
い
、
そ
の
結
果
と
し
て
国
家
有
用
の
人
材
を
育
成
し
、
人
々

の
救
済
を
目
指
す
事
、
が
説
か
れ
て
い
る
。
先
の
史
料
の
叡
空
・
源
空
・
興
円

等
が
復
活
し
た
「
祖
法
」
と
は
、
本
来
こ
の
よ
う
な
性
格
を
持
つ
戒
律
だ
っ
た
。

黒
谷
の
叡
空
・
源
空
の
師
弟
に
よ
る
戒
律
復
興
は
、
や
が
て
源
空
が
専
修
念

仏
を
唱
え
、
叡
山
の
迫
害
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
頓
挫
す
る
。
そ
の
後
を
承
け

て
円
戒
の
復
興
を
行
っ
た
の
が
、
既
に
名
前
の
挙
が
っ
た
興
円
と
、
そ
の
弟
子

の
円
観
で
あ
る
。
彼
ら
の
属
す
流
派
は
釈
迦
以
来
の
菩
薩
戒
の
相
承
を
標
傍

し
、
一
般
に
「
戒
家
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

延
慶
三
年
（
一
三
一
○
）
、
円
戒
復
興
の
第
一
歩
と
し
て
十
二
年
の
篭
山
を
始

め
る
に
当
た
っ
て
の
興
円
の
決
意
は
、
次
の
よ
う
な
言
葉
で
綴
ら
れ
て
い
た
。

興
円
。
依
二
重
法
軽
生
之
志
一
。
…
…
（
中
略
』
．
．
…
・
契
二
一
十
二
年
一
居
二

（
黒
谷
不
退
房
）
（
恵
顔
）

当
谷
練
若
一
。
是
則
預
二
上
人
加
被
一
。
為
三
化
道
継
二
来
際
一
。
所
謂
上
人
是

戒
法
相
承
師
範
。
真
言
伝
授
大
阿
闇
梨
。
両
宗
奥
義
重
重
秘
法
更
無
二
残

処
一
・
瓶
如
し
濡
し
水
・
情
思
二
厚
恩
一
・
縦
捨
二
恒
沙
身
一
・
何
奉
レ
報
二
此
恩
一
。

価
為
趣
二
師
々
相
承
之
戒
法
一
．
欲
下
調
二
円
頓
戒
之
律
儀
・
霞
大
乗
寺

法
式
上
。

（
興
円
起
請
文
）

興
円
に
と
っ
て
円
戒
復
興
は
、
ま
ず
師
恵
領
の
法
恩
に
報
い
る
た
め
の
も
の
で

あ
っ
た
。
さ
ら
に
そ
の
事
は
「
師
々
相
承
」
の
法
を
弘
め
る
事
で
も
あ
る
。
彼

が
「
祖
法
」
の
復
興
を
行
っ
た
理
由
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

一
方
、
彼
の
弟
子
円
観
は
、
よ
り
明
瞭
に
円
戒
復
興
の
意
義
を
語
っ
て
い

る
。
彼
は
晩
年
の
自
伝
で
あ
る
『
五
代
国
師
自
記
』
の
中
で
、
当
時
の
叡
山
の

（
勧
学
力
）

有
様
を
、
「
房
主
と
云
い
同
法
と
云
う
、
更
に
観
覚
の
志
無
く
偏
に
兵
法
を
専

に
す
」
と
自
ら
の
体
験
に
即
し
て
語
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
冒
頭
の
『
行
幸

記
』
の
記
述
を
、
同
時
代
の
叡
山
内
部
か
ら
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
山
内
で
円
戒
を
復
興
す
る
事
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ

た
。

数
百
歳
中
絶
戒
法
之
威
儀
興
之
、
一
山
無
異
儀
三
千
同
心
畢
、
利
生
方
便

得
機
、
興
法
弘
宣
時
至
者
歎
、
惣
雌
為
和
尚
之
御
発
願
、
別
又
起
自
恵
鎮

（
、
）

愚
願
畢
、
（
五
代
国
師
自
記
）

「
恵
鎮
」
と
は
円
観
の
房
号
で
あ
る
。
文
中
「
興
円
の
発
願
と
は
い
え
ど
も
、

特
に
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
円
観
に
と
っ
て
の
円
戒
復
興
は
祖
師
の
法
を

弘
め
る
以
上
に
、
自
ら
の
主
体
的
な
実
践
活
動
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
そ

し
て
そ
の
目
的
は
「
利
生
」
・
「
興
法
」
等
の
語
で
表
わ
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

興
円
・
円
観
の
師
弟
に
よ
る
円
戒
復
興
は
以
上
の
よ
う
に
、
法
の
相
承
に
重

八
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点
を
置
く
か
、
自
ら
の
主
体
性
を
重
ん
じ
る
か
の
違
い
は
あ
っ
て
も
、
表
現
と

し
て
は
、
最
澄
の
大
乗
戒
壇
以
来
の
「
利
益
衆
生
」
を
目
指
す
も
の
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
同
時
代
の
山
内
秩
序
の
崩
壊
に
対
し
て
、
彼
ら
戒
家

の
人
々
は
「
祖
法
」
を
復
興
す
る
こ
と
に
よ
り
、
再
び
利
益
衆
生
の
主
体
と
い

う
寺
院
の
機
能
を
取
り
戻
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
彼
ら
に
と
っ
て
、
戒
律
復
興
と
「
利
益
衆

生
」
と
は
具
体
的
に
、
ど
の
よ
う
な
関
連
を
持
つ
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
た
の

だ
ろ
う
か
。
以
下
、
二
つ
の
事
実
に
注
目
し
て
み
た
い
。
一
つ
は
『
伝
信
和
尚

伝
』
の
伝
え
る
、
次
の
記
事
で
あ
る
。

成
乗
坊
阿
闇
梨
証
署
事

ノ

リ

ネ
〈

此
阿
闇
梨
者
、
独
為
二
山
門
記
録
之
正
流
一
。
兼
．
伝
遮
那
止
観
之
奥

ヲ

一
プ

ニ
ノ
ー
ク

ノ

枢
一
。
而
列
二
和
尚
之
門
弟
一
、
加
二
発
願
之
連
署
一
。
彼
詞
云
、
三
聖
出
世

御
素
意
、
偏
灌
頂
与
二
大
乗
戒
一
守
護
之
故
也
。
雛
し
為
二
非
器
之
微
質
一
、

（
皿
）

為
二
戒
法
伝
持
一
外
将
不
レ
顧
二
誇
難
一
、
加
署
而
已
。

記
事
の
中
心
は
、
神
蔵
寺
に
お
け
る
円
戒
復
興
に
際
し
て
成
乗
坊
義
源
と
い
う

学
僧
が
大
い
に
賛
同
の
意
を
表
し
、
興
円
の
弟
子
に
列
な
っ
た
と
い
う
事
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
義
源
は
、
文
中
に
も
「
山
門
記
録
之
正
流
」
と
あ
る
よ
う

に
、
鎌
倉
初
期
の
顕
真
を
祖
と
仰
ぐ
梶
井
流
記
家
の
重
要
人
物
で
あ
っ
た
。

こ
の
流
派
、
即
ち
記
家
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
硲
慈
弘
氏
の
研
究
が
知
ら
れ

る
。
氏
は
、
室
町
時
代
の
梶
井
流
記
家
の
相
承
を
ま
と
め
た
『
九
院
仏
閣
抄
』

の
記
述
に
基
づ
き
、
彼
ら
が
記
録
と
い
う
行
為
を
行
っ
た
意
図
を
論
じ
て
い

ブ
（
句
。

比
叡
山
の
記
録
を
關
明
し
、
専
心
そ
の
事
に
処
す
る
の
は
、
究
寛
す
る
所

そ
の
三
宝
を
住
持
し
、
和
光
垂
迩
の
応
化
に
あ
づ
か
り
、
以
て
仏
国
士
を

浄
め
、
衆
生
を
成
就
す
る
の
が
眼
目
で
あ
り
、
こ
れ
を
究
寛
の
理
想
と
す

る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
彼
等
が
、
所
謂
る
記
録
を
事
と
し
て
そ
れ

に
専
心
す
る
の
は
、
決
し
て
単
な
る
実
務
と
し
て
や
、
ま
た
遊
戯
と
し
て

堂
は
な
く
し
て
、
そ
の
事
に
即
し
て
浄
仏
国
士
、
成
就
衆
生
と
い
ふ
大
乗

菩
薩
の
願
行
を
満
足
し
、
仏
道
を
成
就
せ
ん
が
た
め
で
あ
っ
て
、
畢
寛
こ

（
胆
）

れ
を
成
仏
道
の
要
諦
と
し
た
の
で
あ
る
。

硲
氏
は
こ
の
よ
う
に
説
き
、
記
家
を
、
記
録
と
い
う
行
為
に
よ
り
仏
道
修
行
の

達
成
を
目
指
し
た
人
々
と
し
て
捉
え
た
。
円
戒
復
興
に
参
加
し
た
義
源
は
、
こ

の
記
家
を
代
表
す
る
学
僧
な
の
で
あ
っ
た
。

（
凪
）

注
目
し
た
い
事
実
の
二
番
目
は
、
既
に
窪
田
哲
正
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

義
源
の
参
加
に
よ
り
記
家
の
伝
承
が
、
興
円
門
下
の
円
観
・
光
宗
ら
に
伝
授
さ

れ
、
戒
家
の
人
々
が
記
家
説
を
受
容
し
た
事
で
あ
る
。

円
観
の
法
流
の
中
で
も
特
に
重
い
位
置
を
占
め
る
の
は
、
法
勝
寺
を
託
さ
れ

た
惟
賢
と
元
興
寺
を
託
さ
れ
た
光
宗
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
両
者
は
共
に
記
家

の
伝
承
を
受
け
、
各
々
『
惟
賢
比
丘
筆
記
』
・
『
渓
嵐
拾
葉
集
』
を
著
し
、
記

家
の
学
僧
と
し
て
も
知
ら
れ
る
に
到
っ
て
い
る
。
彼
ら
の
中
で
記
録
が
占
め
た

位
置
が
決
し
て
低
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
事
、
む
し
ろ
中
心
的
な
位
置
を
占
め

て
い
た
事
は
、
例
え
ば
『
渓
嵐
拾
葉
集
』
の
次
の
一
文
か
ら
も
窺
い
得
る
。

〃
ず
ヲ
ノ
卜

右
此
集
者
抄
二
大
師
四
分
之
録
一
為
二
愚
老
一
期
記
一
・
蓋
是
仏
道
之
全
体

（
Ｍ
）

法
門
之
精
髄
也
。

こ
う
し
た
二
つ
の
事
実
１
円
戒
復
興
に
義
源
が
参
加
し
た
事
と
、
そ
の
結

果
、
記
家
が
戒
家
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
事
１
１
は
、
興
円
・
円
観
ら
の
活

動
を
支
え
た
「
利
益
衆
生
」
の
意
志
が
、
義
源
の
伝
え
た
記
家
の
思
想
と
共
通

し
た
側
面
を
持
つ
事
を
示
唆
す
る
。
で
は
、
記
家
の
思
想
の
ど
の
側
面
が
、
戒

八
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家
の
人
々
に
受
容
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
思
い
返
さ
れ
る
の
は
、
先
に
挙
げ
た
『
伝
信
和
尚
伝
』
の
記
事
で
あ

ノ

る
。
そ
こ
で
は
義
源
の
円
戒
復
興
を
支
持
す
る
理
由
が
「
三
世
出
世
御
素
意
」
、

つ
ま
り
山
王
三
聖
１
１
大
宮
・
二
宮
・
聖
真
子
ｌ
の
意
向
に
由
来
す
る
と
記

さ
れ
て
い
た
。
義
源
は
円
戒
復
興
に
山
王
権
現
の
神
意
を
感
じ
、
円
観
ら
は

〃
そ
の
〃
義
源
の
説
を
受
容
し
た
。
こ
こ
か
ら
、
戒
家
の
活
動
を
支
え
た
「
利

益
衆
生
」
実
現
の
意
志
と
、
義
源
の
伝
え
た
「
山
王
の
意
向
」
と
の
連
続
性
の

上
に
、
記
家
説
の
戒
家
に
受
容
さ
れ
た
事
が
考
え
ら
れ
る
。
山
王
権
現
の
意
向

を
「
円
戒
復
興
に
よ
り
衆
生
利
益
を
広
め
る
事
」
と
関
係
づ
け
て
捉
え
る
こ
と

で
、
戒
家
の
人
々
は
記
家
の
思
想
を
受
け
容
れ
る
事
が
可
能
に
な
っ
た
と
考
え

（
脂
）

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

従
来
、
戒
家
と
記
家
の
交
渉
に
つ
い
て
は
、
事
実
と
し
て
確
認
さ
れ
て
は
い

た
が
、
両
者
が
結
び
つ
く
内
的
必
然
性
に
論
及
さ
れ
る
事
は
、
少
な
か
っ
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

本
稿
で
は
両
者
の
接
点
を
考
え
る
た
め
に
、
戒
家
の
学
僧
で
あ
り
か
つ
記
家

の
相
承
を
受
け
た
光
宗
の
編
纂
に
成
る
『
渓
嵐
拾
葉
集
』
を
取
り
上
げ
、
山
王

権
現
の
働
き
が
ど
の
よ
う
に
し
て
衆
生
利
益
と
関
係
す
る
か
、
そ
の
中
で
円
戒

復
興
は
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
か
、
を
見
て
ゆ
き
た
い
。
そ
の
こ
と
に
よ

り
、
伝
統
的
秩
序
の
崩
壊
の
中
で
、
彼
ら
が
樹
立
し
よ
う
と
し
た
新
秩
序
の
一

端
が
、
窺
い
得
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

二
、
「
原
理
」
と
し
て
の
山
王
権
現

『
渓
嵐
拾
葉
集
』
翁
蔀
“
八
成
立
、
以
下
『
渓
嵐
集
』
）
は
、
光
宗
蕊
諦
修
ハ

ー
穎
垂
五
○
）
が
茄
歳
か
ら
乃
歳
に
到
る
錦
年
間
を
か
け
て
、
叡
山
に
お
け
る
故

事
・
口
伝
、
さ
ら
に
自
己
の
思
想
、
先
達
の
諸
説
等
を
整
理
し
た
一
大
叢
書
で

あ
る
。
当
初
は
三
百
巻
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
現
在
『
大
正
新
修
大
蔵

経
』
（
第
祁
巻
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
百
十
三
巻
で
あ
る
。
内
容
は
極

め
て
多
岐
に
亘
る
。
し
か
し
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
山
王
神
道
説
で
あ
ろ
う
。

山
王
権
現
は
叡
山
の
鎮
守
神
で
あ
る
。
そ
の
出
自
に
つ
い
て
は
古
来
比
叡
山

に
鎮
座
し
て
い
た
大
山
咋
神
説
、
天
智
朝
の
三
輪
明
神
勧
請
説
、
円
仁
の
唐
か

ら
の
帰
国
に
伴
っ
て
来
日
し
た
天
台
山
の
鎮
守
神
説
な
ど
諸
説
が
あ
る
が
、
い

ず
れ
も
天
台
仏
教
を
守
護
し
衆
生
に
利
益
を
与
え
る
神
と
い
う
点
で
は
変
わ
ら

な
い
。
既
に
、
鎌
倉
時
代
の
作
と
推
定
さ
れ
る
『
山
王
事
』
で
は
、
山
王
権
現

が
釈
迦
如
来
の
垂
迩
と
し
て
、
天
台
宗
を
守
り
人
灸
を
救
う
事
が
説
か
れ
て
い

ブ
（
》
◎

ノ
ハ
ノ
’
一
ト
ー
〆
ノ
ヲ
モ
タ
ス
ク
ハ

尺
迦
我
日
本
国
中
日
吉
山
王
神
現
、
衆
生
現
世
後
生
、
叉

ノ
ト

ノ
ヲ
モ
マ
ボ
ラ
ム
ト
ニ
ト
テ

円
宗
仏
法
云
最
上
大
教
思
、
…
…
（
中
略
）
…
：
．
神
現

ノ
フ
モ
ト
ニ
ト
イ
ハ
上
レ
テ
ヲ
ハ
シ
マ
ス
ト
（
肥
）

叡
山
山
王
覚
也
、

天
台
宗
の
神
道
で
は
伝
統
的
に
、
釈
迦
を
本
地
、
山
王
を
垂
逃
と
し
て
扱
っ
て

き
た
。
『
渓
嵐
集
』
の
山
王
権
現
で
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
本
地
垂
通

説
の
受
容
形
態
で
あ
る
。

ま
ず
従
来
通
り
、
山
王
を
釈
迦
の
垂
迩
と
し
て
捉
え
る
記
述
が
見
ら
れ
る
。

ニ
ノ

レ
モ

ノ

我
国
為
二
神
国
一
故
。
応
迩
神
明
多
し
之
。
然
而
今
日
一
代
教
主
釈
尊

，
〃
ハ

リ

ノ
ハ
ヲ

応
迩
神
日
吉
大
宮
権
現
許
也
。
自
余
神
明
以
二
垂
迩
一
為
し
本
故
。
本

リ
ト

ノ

地
沙
汰
無
し
之
。
山
王
権
現
独
為
二
応
迩
神
明
一
。
本
迩
雛
レ
殊
不
思
議
一

（
Ｗ
）

山
王
也
。

釈
迦
の
垂
迩
神
で
あ
る
事
か
ら
、
山
王
の
優
越
が
説
か
れ
る
。
そ
し
て
本
地
と

垂
迩
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
「
本
迩
殊
な
り
と
雛
も
不
思
議
こ
と
記
さ
れ
た
。

八
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こ
こ
で
し
ば
ら
く
「
本
迩
」
関
係
の
内
実
を
考
え
て
承
る
な
ら
、
こ
の
表
現

の
初
出
は
『
注
維
摩
詰
経
』
（
僧
肇
作
）
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
仏
身
論
に
応
用

し
た
の
は
、
天
台
智
顎
で
あ
っ
た
。

諸
経
所
し
説
本
迩
者
。
即
寂
滅
道
場
所
成
法
報
為
し
本
。
従
し
本
所
し
起
勝
劣

両
応
身
為
し
通
。
今
経
所
し
明
取
二
寂
場
及
中
間
所
成
三
身
一
・
皆
名
為
し
通
。

取
二
本
昔
道
場
所
し
得
三
身
一
・
名
し
之
為
し
本
。
故
与
二
諸
経
一
為
し
異
也
。
非
し

（
肥
）

本
無
二
以
垂
Ｐ
通
。
非
し
迩
無
二
以
顕
戸
本
。
本
迩
雛
修
殊
不
思
議
一
也
。

（
『
法
華
文
句
』
九
下
釈
寿
量
品
）

智
頴
は
『
法
華
経
』
寿
量
品
の
解
釈
を
行
う
中
で
、
他
の
経
典
を
次
の
よ
う
に

批
判
す
る
。
「
諸
経
で
は
、
釈
迦
が
浬
藥
に
入
っ
た
後
の
身
体
を
法
身
・
報
身

と
し
、
こ
れ
を
本
と
し
て
い
る
が
、
実
は
釈
迦
は
入
滅
の
遙
か
以
前
か
ら
成
仏

し
て
お
り
、
そ
の
時
間
の
枠
を
超
越
し
た
仏
の
身
体
こ
そ
が
、
本
な
の
で
あ

る
。
」
こ
こ
で
は
仏
の
身
体
概
念
の
説
明
に
「
本
迩
」
の
語
が
用
い
ら
れ
、
現

象
界
の
釈
迦
の
身
体
に
対
し
、
そ
の
根
源
に
な
る
存
在
こ
そ
が
「
本
」
で
あ
る

と
説
か
れ
る
。
そ
こ
で
、
さ
ら
に
詳
し
く
智
領
に
お
け
る
「
本
迩
」
の
定
義
を

見
て
ゆ
く
な
ら
、
次
の
記
述
が
得
ら
れ
る
。

本
者
理
本
即
是
実
相
。
一
究
寛
道
。
通
者
除
二
諸
法
実
相
一
。
其
余
種
種
皆

（
四
）

名
為
し
通
。
（
『
法
華
玄
義
』
七
上
）

本
と
は
「
諸
法
実
相
」
、
す
な
わ
ち
全
て
の
存
在
の
真
実
の
あ
り
方
で
あ
り
、

通
と
は
そ
れ
以
外
の
存
在
の
あ
り
方
を
指
す
と
い
う
。
「
諸
法
実
相
」
と
「
其

余
種
種
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
次
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。

一
約
二
理
事
一
明
二
本
迩
一
者
。
従
二
無
住
本
一
立
二
一
切
法
一
・
無
住
之
理
。
即

是
本
時
実
相
真
諦
也
。
一
切
法
。
即
是
本
時
森
羅
俗
諦
也
。
由
二
実
相
真

本
一
垂
二
於
俗
迩
一
。
尋
二
於
俗
迩
一
即
顕
二
真
本
一
。
本
迩
雛
レ
殊
不
思
議
一

（
”
）也

。
（
同
前
、
傍
線
筆
者
、
以
下
同
）

通
と
は
．
切
法
」
、
つ
ま
り
全
て
の
存
在
で
あ
り
、
「
森
羅
俗
諦
」
と
い
う

の
だ
か
ら
、
様
々
な
現
象
の
あ
り
方
、
と
で
も
考
え
る
べ
き
か
。
そ
れ
に
対
し

て
、
本
と
は
「
無
住
」
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
本
迩
関

係
を
定
義
す
る
傍
線
部
分
は
、
『
維
摩
経
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

文
殊
師
利
従
無
住
本
立
一
切
法
。
肇
日
。
無
住
故
想
倒
。
想
倒
故
分
別
。

分
別
故
負
欲
。
貧
欲
故
有
し
身
。
既
有
し
身
也
則
善
悪
並
陳
。
善
悪
既
陳
則

（
別
）

万
法
斯
起
。
（
『
注
維
摩
詰
経
』
巻
六
）

『
維
摩
経
』
か
ら
の
引
用
へ
傍
線
部
分
）
に
対
す
る
僧
肇
の
註
に
拠
れ
ば
、
無

住
と
は
想
、
つ
ま
り
心
の
「
対
象
を
思
い
浮
か
べ
る
作
用
」
を
誤
ら
せ
、
そ
の

結
果
へ
主
体
に
と
っ
て
の
）
現
象
世
界
を
出
現
さ
せ
る
に
到
る
と
い
う
、
捉
え

所
の
無
い
主
体
の
あ
り
方
を
指
す
。
こ
こ
か
ら
考
え
る
な
ら
、
智
顎
の
言
う

「
本
迩
」
と
は
、
種
々
の
存
在
の
状
態
・
性
質
に
関
す
る
範
晴
で
あ
る
。
「
本
」

と
い
う
の
は
決
し
て
、
現
象
世
界
に
外
在
す
る
実
体
な
ど
で
は
な
い
の
で
あ

（
泥
）

る
。
（
余
談
な
が
ら
こ
の
点
で
、
「
本
迩
」
を
本
体
と
分
身
と
い
う
関
係
で
考

え
る
事
は
、
少
く
と
も
智
顎
に
限
っ
て
言
え
ば
正
し
く
な
い
）

し
か
も
智
顎
は
「
本
迩
」
を
、
単
な
る
状
態
の
相
違
ｌ
根
源
的
で
あ
る
か

否
か
ｌ
と
は
捉
え
な
か
っ
た
。
彼
は
む
し
ろ
「
本
迩
」
を
、
一
連
の
運
動
の

中
の
二
つ
の
側
面
と
し
て
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

四
約
二
体
用
一
明
二
本
迩
一
者
。
由
二
昔
最
初
修
行
契
蕨
理
。
證
二
於
法
身
一
為
し

本
。
初
得
二
法
身
本
一
故
即
レ
体
。
起
二
応
身
之
用
一
・
由
二
於
応
身
一
得
し
顕
二
法

（
調
）

身
一
。
本
迩
雌
レ
殊
不
思
議
一
。
（
『
法
華
玄
義
』
七
上
）

仏
の
身
体
に
関
し
て
述
べ
る
な
ら
、
「
本
」
と
は
法
身
で
あ
り
、
応
身
が
通
と

な
る
。
両
者
は
「
不
思
議
こ
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
「
応
身
に
由
っ
て
法
身
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を
顕
す
こ
と
が
得
」
ら
れ
る
と
も
言
う
。
応
身
と
は
、
法
身
と
い
う
根
源
的
性

格
を
、
現
象
世
界
の
中
で
表
現
す
る
存
在
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、

こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
認
識
は
、
「
仏
に
よ
る
教
化
」
と
い
う
一
つ
の
運
動
の

中
で
、
そ
の
拠
所
と
な
る
法
身
を
本
と
名
づ
け
、
そ
の
作
用
と
な
る
応
身
を
通

と
名
づ
け
る
と
い
う
事
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
を
整
理
す
る
な
ら
、
智
顎
に
と
っ
て
の
「
本
迩
」
は
ま
ず
、
存
在

の
「
根
源
的
な
あ
り
方
」
と
、
そ
れ
に
由
っ
て
生
じ
る
「
現
象
と
し
て
の
あ
り

方
」
を
指
し
て
い
る
。
し
か
し
注
意
を
要
す
る
の
は
、
両
者
は
対
立
概
念
で
あ

る
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
「
世
界
の
根
源
性
が
世
界
を
形
成
し
て
ゆ
く
」
と
い
う

構
造
の
中
で
の
相
異
な
る
両
面
ｌ
根
源
と
作
用
ｌ
を
示
し
て
い
る
と
い
う

事
で
あ
る
。
本
と
通
は
相
互
補
完
の
関
係
に
あ
る
。
そ
し
て
常
に
、
根
源
的
・

普
遍
的
な
本
が
、
現
実
的
・
限
定
的
な
通
を
規
定
し
て
ゆ
く
位
置
に
あ
る
。
以

上
の
点
か
ら
、
現
象
世
界
と
い
う
「
通
」
を
根
源
か
ら
規
定
し
運
営
し
て
ゆ
く

「
本
」
は
、
一
種
の
「
原
理
」
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
本
迩
」
を
仏
の
身
体
の
関
係
に
当
て
は
め
た
の
が
天
台
智
顎

で
あ
る
が
、
当
初
の
適
用
範
囲
は
仏
の
間
に
限
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
仏
と
神

に
当
て
は
め
た
の
が
、
日
本
天
台
宗
の
本
地
垂
通
説
で
あ
る
。

叡
山
に
お
け
る
本
地
垂
迩
説
は
、
大
き
く
二
つ
の
型
に
分
か
れ
る
。
一
つ

は
既
出
の
、
仏
が
本
地
・
神
が
垂
迩
の
仏
本
神
通
説
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
仏
神

の
本
迩
関
係
に
関
し
て
は
、
も
う
一
つ
の
型
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

『
渓
嵐
集
』
で
は
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

一
一

ヲ
へ
ヲ
〈
ト
テ
ト
ル
リ

ー
伝
・
三
塔
云
二
本
門
一
山
王
迩
門
云
。
本
高
迩
下
伝
人
有
。
当

ニ
ハ
ヲ
ト
（
別
）

流
山
王
本
三
塔
迩
。
是
本
下
迩
高
習
也
。

三
塔
（
延
暦
寺
に
安
置
し
た
釈
迦
・
薬
師
・
阿
弥
陀
の
三
如
来
）
と
山
王
三
聖

（
麓
の
日
吉
神
社
に
鎮
座
す
る
三
神
）
と
の
関
係
は
、
従
来
は
如
来
が
本
で
山

王
が
通
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
こ
の
文
で
は
、
山
王
が
本
で
仏
が
通
と
さ
れ

て
い
る
。
既
に
諸
先
学
の
指
摘
す
る
、
価
値
的
に
本
地
が
低
く
垂
迩
が
高
い

「
本
下
迩
高
」
の
神
本
仏
迩
説
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
説
が
生
じ
た
理
由
は
、

次
の
文
に
詳
し
い
。

山
上
三
如
来
者
。
始
覚
修
顕
故
迩
門
新
成
三
仏
也
。
社
頭
三
聖
者
。
無

ノ

ノ

作
本
覚
三
如
来
也
。
故
本
門
意
者
。
山
王
三
聖
即
是
本
覚
顕
澄
三
仏

（
溺
）

也
。

山
上
の
三
如
来
は
「
始
覚
」
（
修
行
の
結
果
悟
り
を
得
た
存
在
）
で
あ
る
。
そ

れ
に
対
し
て
山
麓
日
吉
社
の
山
王
三
聖
は
「
本
覚
」
（
本
来
的
に
悟
っ
た
存
在
）

で
あ
る
と
い
う
。
所
謂
「
本
覚
思
想
」
の
影
響
下
に
、
日
常
の
現
象
に
、
か
え

っ
て
永
遠
な
真
理
を
見
出
す
傾
向
の
中
で
、
学
問
・
修
行
に
よ
っ
て
成
仏
し
た

如
来
よ
り
も
、
高
い
境
地
に
安
住
せ
ず
人
々
の
日
常
に
接
す
る
神
の
方
に
、
よ

り
深
い
真
実
が
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
鎌
倉
時
代
に

は
既
に
顕
在
化
し
て
い
た
。

全
非
二
移
し
水
見
咳
月
真
見
二
天
月
一
也
、
通
門
如
レ
此
、
垂
迩
仏
別
無
し
之
只
本

仏
也
、
本
自
見
二
天
月
一
愚
人
如
下
見
二
水
中
月
一
思
上
云
々
、
本
迩
雅
レ
殊
不

（
妬
）

思
議
一
釈
此
意
也
、
（
『
三
十
四
箇
事
書
』
常
同
三
身
事
）

本
地
が
天
の
月
に
、
垂
迩
が
水
に
映
っ
た
月
に
臂
え
ら
れ
、
水
面
の
月
を
見
る

事
が
天
の
月
を
見
る
事
で
あ
る
、
同
様
に
垂
迩
を
崇
め
る
事
こ
そ
本
地
を
敬
信

す
る
事
だ
と
説
か
れ
て
い
る
。
本
地
に
拘
泥
す
る
人
が
「
愚
人
」
と
断
定
さ
れ

て
い
る
点
か
ら
も
、
垂
迩
の
側
に
、
よ
り
深
い
真
実
の
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
理
解
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
傾
向
の
中
で
山
王
権
現
は
、
学
問
・
修
行
の
目
標
と
い
う
基
準
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で
は
価
値
が
劣
る
一
方
、
根
源
性
を
体
現
し
世
界
を
運
営
す
る
「
本
地
」
と
し

て
、
捉
え
ら
れ
る
に
到
っ
た
。
高
藤
晴
俊
氏
に
よ
れ
ば
、
『
渓
嵐
集
』
の
神
道

（
”
）

説
は
、
そ
の
種
の
神
本
仏
通
説
の
先
駆
を
な
す
と
い
う
。

先
述
の
よ
う
に
、
「
本
地
垂
迩
」
と
い
う
概
念
は
、
単
な
る
超
越
者
間
の
ラ

ン
ク
付
け
で
は
な
い
。
「
現
象
世
界
の
各
存
在
を
根
源
か
ら
規
定
す
る
原
理
が

存
在
す
る
」
と
い
う
確
信
が
、
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
「
本

地
」
と
見
な
さ
れ
た
事
は
、
こ
の
「
原
理
」
と
し
て
山
王
が
、
世
界
を
運
営
し

て
ゆ
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
次
に
そ
の
事
を
『
渓
嵐
集
』
の
記
述
に
即
し
て
、

確
認
し
て
ゆ
き
た
い
。

既
に
鎌
倉
時
代
に
、
山
王
の
性
格
を
、
そ
の
字
形
か
ら
説
明
す
る
事
が
行
な

わ
れ
て
い
た
。
『
渓
嵐
集
』
の
中
で
も
、
そ
の
説
の
受
容
が
確
認
さ
れ
る
。

カ
ヲ
ス
ル
ト
ノ
ハ
ノ

我
名
号
二
山
王
一
者
。
以
二
一
心
三
観
一
為
二
名
字
一
也
。
山
字
以
二
横
一

ヲ
ノ
ヲ
ノ
ハ
ノ
ヲ
ノ
ヲ

点
一
消
二
竪
三
点
一
。
王
字
者
以
二
竪
一
点
一
消
二
横
三
点
一
。
是
則
不
縦

ノ

（
鯛
）

不
横
非
一
非
三
一
心
三
観
之
義
也
。

天
台
宗
で
は
、
空
・
仮
・
中
の
三
観
を
同
時
に
備
え
た
、
理
想
的
な
心
の
状
態

を
指
し
て
．
心
三
観
」
と
呼
ぶ
。
「
山
王
」
の
字
形
は
、
山
王
権
現
が
一
心

三
観
で
あ
る
こ
と
を
示
す
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
『
渓
嵐
集
』
で
は
一

心
三
観
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

シ
タ
レ
ハ
ヲ

所
詮
覚
．
知
三
諦
三
観
一
者
。
於
二
一
切
法
門
一
可
レ
得
二
自
在
一
。
所
以

レ
ハ
ノ
ー
ケ
ト
ノ
ー
ク

約
二
能
説
教
主
一
者
名
二
三
身
如
来
一
。
約
二
所
説
教
法
一
者
名
二
四
教
五

レ
〈
ノ
ー
ノ
レ
ハ
ク

時
一
・
約
二
所
居
之
士
一
者
四
種
仏
土
也
。
約
二
所
観
之
理
一
者
名
二
三

レ
ハ
ク
（
鯛
）

諦
一
。
約
二
能
観
一
者
名
二
一
心
三
観
一
。

こ
こ
で
は
一
心
三
観
は
、
三
諦
と
対
に
な
っ
て
登
場
す
る
。
三
諦
と
は
、
世
界

が
空
で
あ
り
仮
で
あ
り
中
で
あ
る
と
い
う
、
三
つ
の
真
理
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
世
界
の
真
理
を
認
識
す
る
の
が
、
一
心
三
観
と
い
う
心
の
境
地
で
あ
る
と
い

う
。
そ
し
て
、
そ
の
境
地
に
到
れ
ば
、
．
切
法
門
に
於
い
て
自
在
を
得
」

て
、
「
三
身
如
来
」
の
働
き
が
可
能
に
な
る
と
説
か
れ
る
。
つ
ま
り
一
心
三
観

と
は
、
現
象
世
界
に
自
在
に
作
用
を
及
ぼ
す
「
あ
り
方
」
な
の
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
山
王
権
現
の
性
格
は
ま
た
、
〃
本
来
的
な
あ
り
方
に
通
じ
た
〃
と
い
う

意
味
で
、
「
無
作
三
身
の
山
王
」
と
呼
ば
れ
た
。

ノ

尋
云
。
無
作
三
身
山
王
内
證
如
何
口
伝
云
。
指
法
界
心
地
也
。
是
久

ノ

ー
セ
叩
〆
ニ

ノ
卜
（
釦
）

遠
実
成
内
證
即
法
界
円
満
。
故
無
作
三
身
山
王
云
也
。

注
目
し
た
い
の
は
、
山
王
は
「
法
界
心
地
」
（
世
界
の
存
在
の
本
質
）
で
あ
る

事
と
同
事
に
、
「
法
界
円
満
」
（
世
界
に
遍
く
行
き
渡
っ
て
い
る
）
と
捉
え
ら

れ
て
い
る
事
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
山
王
権
現
は
、
現
象
界
を
根
源
か
ら
規
定
し

て
い
る
こ
と
が
、
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
で
、
山
王
権
現
が
一
種
の
「
原
理
」
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
事
を
指

摘
で
き
た
と
思
う
。
次
に
そ
れ
で
は
山
王
は
、
ど
の
よ
う
な
方
向
に
世
界
を
運

営
し
て
ゆ
く
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
、
検
討
を
加
え
よ
う
。

三
、
「
利
益
衆
生
」
の
実
現

山
王
権
現
が
、
天
台
仏
教
を
守
護
す
る
と
共
に
衆
生
を
慈
し
む
神
で
あ
る
事

は
、
以
前
か
ら
説
か
れ
て
お
り
、
『
渓
嵐
集
』
に
お
い
て
も
変
わ
ら
な
い
。
だ

が
、
そ
の
内
実
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
「
衆
生
」
の
捉
え
方
か
ら
見
て
ゆ

き
た
い
。

一
一

ト

テ
ハ
ニ
ト
テ
ハ
ニ
ス

第
七
如
影
随
形
山
王
者
。
在
し
天
名
二
七
星
一
・
在
し
地
号
二
七
社
明

ノ

ヲ

神
一
・
此
則
行
者
七
覚
分
是
也
・
尋
二
其
本
源
一
・
東
方
七
仏
薬
師
閻
浮
移
レ

ノ

ー
プ

ヲ

ヲ

影
名
レ
之
云
二
七
星
一
。
七
星
精
気
降
令
レ
生
二
一
切
衆
生
。
故
以
二
七
星
一
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ノ

ノ
ナ
ル
ノ
チ
ノ

名
二
本
命
星
一
也
。
今
山
王
則
七
星
精
神
故
。
行
者
色
体
則
山
王
全

ノ

（
鋤
）

体
也
。
故
如
影
随
形
致
二
守
護
一
給
也
。
価
如
レ
此
名
也
云
云

山
王
権
現
と
い
う
原
理
の
一
つ
の
側
面
は
、
「
影
の
如
く
形
に
随
う
」
と
捉
え

ら
れ
た
。
天
の
七
星
・
地
の
山
王
七
社
は
、
そ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
い
う
。

衆
生
は
七
星
の
精
気
か
ら
生
ま
れ
る
。
従
っ
て
、
衆
生
は
山
王
を
拠
所
と
し
て

存
在
す
る
と
説
か
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
渓
嵐
集
』
に
は
一
方
で
、
衆
生
を
釈
迦
と
の
関
係
か
ら
定
義

す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
。

ノ

経
云
。
今
此
三
界
皆
是
我
有
其
中
衆
生
悉
是
吾
子
文
是
以
二
二
十
五
有

ノ

ノ
ノ
ハ
ノ
ナ
ル
（
犯
）

衆
生
一
如
来
長
者
窮
子
諸
十
方
衆
生
皆
釈
尊
一
仏
分
身
故
也
。

『
法
華
経
』
か
ら
経
文
（
警
楡
品
）
や
「
長
者
窮
子
」
の
善
え
（
信
解
品
）
を

引
用
し
つ
つ
、
衆
生
は
釈
迦
の
分
身
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
果
た
し
て
、

こ
の
場
合
の
「
釈
迦
」
と
は
、
原
理
で
あ
る
山
王
と
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
の

だ
ろ
う
か
。
次
の
文
は
、
そ
の
手
懸
り
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

（
マ
マ
、
以
下
同
）
ト

顕
密
教
以
二
釈
尊
一
為
し
本
。
真
言
者
以
二
天
照
太
神
一
本
習
也
。

レ
ハ
ヲ
（
羽
）

論
二
此
実
義
一
・
以
二
本
地
身
一
為
二
自
性
身
一
。
以
二
其
変
化
一
為
二
釈
尊
一
。

顕
密
教
で
は
釈
迦
を
本
地
と
し
、
真
言
で
は
天
照
を
本
地
と
す
る
が
、
両
者
は

と
も
に
「
自
性
身
」
の
変
化
で
あ
り
、
根
元
的
に
は
同
一
で
あ
る
と
い
う
。
こ

の
記
述
か
ら
、
釈
迦
・
天
照
と
名
称
は
異
な
っ
て
い
て
も
、
自
性
身
と
い
う

「
本
地
」
に
お
い
て
、
合
一
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
逆
に
言
え
ば
「
衆
生

の
本
体
」
で
あ
る
釈
迦
は
、
自
性
身
（
本
地
）
の
垂
迩
（
変
化
）
と
し
て
の
存

在
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
天
照
に
つ
い
て
、
先
の
記
述
で
は
自
性
身
の
垂
迩
と
説
か
れ
た
。
し

か
し
、
別
の
記
述
も
見
ら
れ
る
。

九
○

（
弧
）

以
レ
法
合
し
之
時
天
照
太
神
自
性
法
身
又
法
性
王
也
。

こ
の
文
で
は
天
照
は
、
自
性
の
法
身
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
一
体
天
照
は

自
性
身
（
法
身
）
な
の
か
垂
迩
な
の
か
。

ト

ス

天
照
太
神
者
有
二
三
位
一
。
上
位
者
花
蔵
世
界
法
身
如
来
居
。
中
位
者
梵

ス

ス

（
妬
）

天
報
身
如
来
居
。
下
位
者
皇
太
神
宮
居
。
化
身
如
来
云
云

こ
れ
が
答
で
あ
る
。
同
じ
く
「
天
照
大
神
」
と
い
う
名
称
で
あ
る
が
、
そ
こ
は

法
身
・
報
身
・
化
身
の
各
々
の
機
能
を
持
つ
三
つ
の
位
相
が
あ
る
、
伊
勢
に
鎮

座
し
て
い
る
の
は
そ
の
中
の
、
化
身
と
い
う
位
相
の
天
照
に
過
ぎ
な
い
と
言
う

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
法
身
」
・
「
自
性
身
」
と
い
う
位
相
で
は
、
様
女
な
超
越

者
が
一
体
の
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
天
照
と
山
王
の
関
係

に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

五
大
院
御
釈
云
。
於
二
天
照
社
一
者
為
二
大
日
応
迩
神
明
一
。
於
二
日
吉
社
一
者

為
二
釈
迦
応
現
神
明
一
。
顕
密
且
雛
し
殊
。
一
致
幽
明
為
一
一
神
明
」
実
。
以
二
此

（
妬
）

文
一
天
照
太
神
与
二
日
吉
権
現
一
一
体
習
合
者
也
。

五
大
院
安
然
の
解
釈
に
基
づ
き
、
天
照
と
日
吉
山
王
に
は
、
一
致
点
が
存
在
す

る
と
説
か
れ
る
。
今
ま
で
の
考
察
か
ら
、
両
者
の
一
致
点
こ
そ
が
、
法
身
と
い

う
位
相
の
天
神
で
あ
り
、
無
作
の
山
王
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
先
に
衆
生
に
つ
い
て
山
王
・
釈
迦
と
の
関
わ
り
か
ら
述
べ
た
。
同
時

に
衆
生
は
、
天
照
と
の
関
係
か
ら
も
説
か
れ
て
い
る
。

ノ
ハ
ニ
ト

真
言
教
意
以
二
一
切
衆
生
無
作
本
有
体
一
自
性
法
身
習
也
。
故
神
者
宗

ノ
ヲ

ノ

廟
社
稜
神
云
。
一
切
衆
生
本
体
押
崇
二
神
明
一
也
。
此
無
作
理
超
．
過
三

ヲ

鯉
穏
施
一
三
世
化
用
一
也
。
加
之
我
国
神
国
也
。
尋
二
其
元
神
一
天
照
太
神

也
。



全
て
の
衆
生
の
「
本
体
」
は
、
無
作
と
形
容
さ
れ
る
自
性
身
で
あ
る
。
一
方
、

神
の
「
元
」
は
天
照
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
「
無
作
の
理
」
と
し
て
捉
え
得
る
存

在
で
あ
る
。
つ
ま
り
神
と
衆
生
は
、
自
性
身
と
い
う
共
通
の
拠
所
に
基
づ
く
事

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
衆
生
に
対
す
る
神
の
位
置
は
、
「
本
体
」
と
い
う
言
葉
で

示
さ
れ
た
。
そ
の
表
現
が
具
体
的
に
指
す
内
容
は
、
次
の
記
述
に
よ
っ
て
理
解

さ
れ
る
。

ノ
ヲ
テ
ニ
テ
ノ
ト
プ

天
照
太
神
魔
王
神
璽
得
吾
国
来
下
。
神
道
本
源
成
給
。
所
以
最
初

〆
ヲ
シ
玉
フ
ノ
ョ
リ

天
照
太
神
一
神
天
降
御
座
一
切
衆
生
出
生
。
故
遍
照
尊
本
源
我
等

〈
ス
ル
ノ
ヲ
テ
ノ
ス
ル
ノ

衆
生
出
世
也
。
故
神
明
血
脈
受
吾
国
衆
生
存
也
。
故
神
託
云
。

ヨ
、
ソ
ハ

ヨ
Ⅶ
ソ
ハ

ヘ
叩
ツ
ハ
ノ
〆
〃
／

他
国
吾
国
。
他
人
吾
人
云
。
謂
意
日
本
一
州
衆
生
皆
神
明
御
子

ノ
ヲ
レ
ス
（
犯
）

也
。
価
一
子
慈
悲
垂
御
座
。

日
本
の
人
々
は
全
て
、
天
照
大
神
の
子
孫
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
本
体
」
の
示
す

内
容
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
の
天
照
は
、
託
宣
を
行
い
人
々
と
接
触
す
る

点
か
ら
、
化
身
の
位
相
の
天
照
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
ま
で
を
整
理
す
る
な
ら
、
『
渓
嵐
集
』
に
お
け
る
衆
生
は
、
山
王
の
精

気
か
ら
生
じ
る
存
在
で
あ
り
、
釈
迦
の
分
身
で
あ
り
、
天
照
の
子
孫
で
あ
る
と

規
定
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
場
合
の
山
王
は
、
「
本
地
」
の
一
側
面
と
し
て

扱
わ
れ
て
い
た
。
一
方
釈
迦
や
天
照
は
、
言
う
な
れ
ば
「
垂
迩
」
の
位
相
を
指

す
。
つ
ま
り
『
渓
嵐
集
』
に
お
け
る
衆
生
は
、
本
地
で
あ
る
山
壬
が
世
界
を
運

営
し
て
ゆ
く
時
に
、
そ
の
垂
迩
で
あ
る
化
身
の
釈
迦
や
天
照
と
同
列
の
働
き
を

す
る
存
在
と
し
て
、
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
山
壬
と
衆
生
の
関
係
は
、

世
界
を
運
営
す
る
原
理
と
、
そ
の
作
用
の
関
係
で
あ
る
。
「
神
明
御
子
」
と

は
、
衆
生
が
化
身
仏
や
化
身
の
天
照
と
同
じ
系
列
に
属
し
、
山
王
と
い
う
原
理

を
実
現
し
て
ゆ
く
存
在
で
あ
る
事
を
示
す
表
現
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
山
王
と
い
う
原
理
は
、
衆
生
と
い
う
作
用
に

よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
世
界
を
形
成
し
て
ゆ
く
と
考
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
以

下
具
体
的
に
、
日
本
の
社
会
の
姿
に
つ
い
て
見
て
ゆ
く
こ
と
で
、
考
え
て
承
た

い
。

ま
ず
目
に
つ
く
の
は
治
者
、
中
で
も
天
皇
家
の
人
物
は
し
ば
し
ば
、
仏
教
の

菩
薩
が
現
世
に
化
現
し
た
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
事
で
あ
る
。

旧
記
云
。
推
古
天
皇
者
。
本
地
是
大
聖
文
殊
也
云
云
用
明
天
皇
者
罐
緬
母

（
鋤
）

后
者
輌
識
陀
太
子
者
観
音
后
者
琴
睡
至
是
也
云
云

聖
徳
太
子
の
一
族
が
、
仏
菩
薩
の
化
現
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
次
の

記
述
も
見
ら
れ
る
。

’
一
〆
ス
ノ
キ
シ
ヲ
メ
ル
（
伽
）

太
子
者
霊
山
聴
衆
御
座
。
西
天
聴
弘
給
歎
。

聖
徳
太
子
は
、
霊
鷲
山
で
釈
迦
の
説
法
を
聴
聞
し
た
菩
薩
で
あ
る
と
い
う
。
こ

こ
に
は
、
太
子
の
よ
う
な
為
政
者
が
現
世
外
の
存
在
の
化
現
で
あ
る
と
い
う
認

識
が
、
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
『
渓
嵐
集
』
に
は
、
太
子
が
あ
る
予
言
を
行
っ
た
事
が
載
せ
ら
れ

て
い
る
。ノ

ノ

ノ
二

〆
ヲ

伝
文
伝
。
上
宮
太
子
推
古
天
皇
御
宇
。
奈
良
里
行
シ
テ
観
．
見
四
方
一

ル

ヲ
シ

ヲ

〆

云
。
現
二
東
獄
於
宝
瞳
一
。
現
二
中
天
於
王
気
一
。
今
有
二
二
百
余
歳
一
在
二
大

ヲ
笑
ｙ
ノ
（
狐
）

乗
菩
薩
一
弘
二
於
一
乗
教
一
。
在
二
一
聖
皇
一
開
二
万
乗
道
一

推
古
朝
に
太
子
は
奈
良
で
、
二
百
年
後
に
大
乗
仏
教
の
菩
薩
と
神
聖
な
る
皇
帝

の
出
現
す
る
事
を
予
告
し
た
と
い
う
。
記
述
は
次
の
よ
う
に
続
く
。

ヲ

聖
賢
遺
訓
無
し
違
。
伝
教
大
師
開
二
吾
山
一
弘
．
通
一
乗
教
法
一
。
桓
武
皇
帝

ヲ

ヲ
（
“
）

開
二
平
安
城
一
立
二
万
乗
道
一
・

九
一



太
子
の
予
言
通
り
に
出
現
し
た
の
が
、
桓
武
天
皇
と
最
澄
（
伝
教
大
師
）
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
で
彼
ら
二
人
も
、
太
子
と
同
様
に
、
「
霊
山
聴
衆
」
と
し
て
考

え
ら
れ
て
い
た
。

桓
武
天
皇
者
。
霊
山
聴
衆
。
伝
教
大
師
者
。
一
会
同
聞
。
成
二
芳
契
於
霊

（
“
）

山
之
席
一
。
覆
二
利
生
於
扶
桑
之
境
一
。

聖
徳
太
子
と
同
様
に
、
桓
武
・
最
澄
は
本
来
は
、
霊
鷲
山
で
釈
迦
の
説
法
を
聴

聞
す
る
菩
薩
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
ら
は
「
利
生
」
、
つ
ま
り
利
益
衆
生
の
た

め
に
日
本
に
出
現
し
た
と
説
か
れ
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
二
つ
の
点
を
確
認
し
た
い
。
一
つ
は
、
『
渓
嵐
集
』
に
は
現
世
を
、

「
利
生
」
を
体
現
す
る
存
在
に
よ
っ
て
治
め
ら
れ
る
地
と
見
な
し
て
い
た
様
子

の
窺
え
る
事
、
も
う
一
つ
は
、
具
体
的
に
桓
武
と
最
澄
が
、
そ
の
役
割
を
果
た

す
存
在
と
し
て
措
定
さ
れ
て
い
た
事
で
あ
る
。
第
二
の
点
に
つ
い
て
は
、
桓
武

と
最
澄
と
い
う
特
定
個
人
を
離
れ
、
天
皇
家
と
叡
山
と
い
う
存
在
に
関
し
て

も
、
同
様
の
事
が
言
え
る
。

記
録
云
。
我
山
本
名
二
日
枝
山
一
。
桓
武
皇
帝
改
レ
之
号
二
比
叡
一
。
世
王
与
ニ

ノ
（
“
）

法
王
一
一
体
也
。
王
城
与
二
山
門
一
不
二
也
。
世
俗
勝
義
円
融
不
二
意
也
。

比
叡
山
の
「
比
叡
」
は
、
本
来
は
「
日
吉
」
だ
っ
た
。
そ
れ
を
桓
武
朝
に
、
音

が
通
じ
る
こ
と
か
ら
「
比
叡
」
と
い
う
表
記
に
改
め
た
。
そ
こ
に
は
単
に
表
記

の
変
更
だ
け
で
な
く
「
王
城
と
山
門
」
、
つ
ま
り
天
皇
家
と
延
暦
寺
が
一
つ
の

立
場
を
共
有
す
る
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
と
説
く
の
で
あ
る
。
比
叡
に

つ
い
て
は
更
に
、
「
山
城
之
事
、
比
叡
真
俗
一
実
意
也
」
と
記
述
が
続
く
。
こ

の
「
山
城
之
事
」
に
つ
い
て
は
、
鎌
倉
時
代
の
記
家
文
献
に
詳
し
い
記
述
が
見

ら
れ
る
。

謹
案
二
旧
記
一
。
当
国
者
元
山
背
国
云
云
。
而
延
暦
年
中
山
城
国
改
し
之
。
意

九
二

卜
卜

（
マ
マ
）

山
城
也
。
叡
山
。
山
城
。
王
城
奄
叡
山
王
城
相
二
双
持
仏
法
王
法
一

（
妬
）

故
。
改
二
山
背
之
背
字
一
言
二
山
城
之
城
字
一
云
云

（
『
延
暦
寺
護
国
縁
起
』
巻
中
）

現
在
の
京
都
府
南
部
は
、
昔
は
奈
良
か
ら
見
て
、
山
の
裏
側
に
当
た
る
事
か
ら

「
山
背
」
と
表
記
さ
れ
て
い
た
が
、
栢
武
朝
に
「
山
城
」
に
改
め
ら
れ
た
。

『
護
国
縁
起
』
の
作
者
は
そ
れ
に
つ
い
て
、
叡
山
の
仏
法
と
天
皇
家
の
王
法
が

対
等
に
扶
け
合
う
事
を
示
す
、
と
解
釈
し
た
。
し
か
し
、
事
実
は
ど
う
で
あ
っ

た
か
。

此
国
山
河
襟
帯
。
自
然
作
し
城
。
因
二
斯
形
勝
一
。
可
レ
制
二
新
号
一
。
宜
下
改
二

（
価
）

山
背
国
一
為
中
山
城
国
上
。

（
『
日
本
紀
略
』
前
篇
十
三
）

『
日
本
紀
略
』
の
伝
え
る
詔
勅
で
は
、
「
背
」
字
を
「
城
」
字
に
改
め
た
の

は
、
地
勢
を
示
す
た
め
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
か
ら
も
『
渓
嵐
集
』
の
説
は
、

天
皇
家
と
叡
山
が
一
つ
の
立
場
を
共
有
す
る
事
を
、
意
図
的
に
主
張
し
た
説
を

承
け
て
い
る
事
が
明
ら
か
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
『
渓
嵐
集
』
で
は
、
現
世
に
「
利
益
衆
生
」
と
い
う
一
つ
の

理
念
を
実
現
す
る
た
め
に
、
支
配
秩
序
の
形
成
さ
れ
る
事
が
説
か
れ
て
い
る
。

天
皇
家
と
叡
山
は
共
に
、
そ
の
目
的
の
た
め
に
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
被
治
者
で
あ
る
衆
生
も
、
そ
の
理
念
の
も
と
に
支
配
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
意
に
適
う
支
配
秩
序
の
形
成
に
寄
与
す
る
こ
と
と
な

る
。
日
本
と
は
、
こ
の
「
利
生
」
と
い
う
理
念
を
実
現
す
る
場
と
し
て
、
考
え

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
山
王
と
い
う
原
理
は
即
ち
「
利

生
」
に
他
な
ら
な
い
。
治
者
も
被
治
者
も
、
そ
の
原
理
に
則
っ
て
秩
序
を
形
成

す
る
平
等
の
存
在
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
解
釈
し
て
初
め
て
、
『
渓
嵐
集
』
の

次
の
文
も
、
理
解
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



お
わ
り
に

南
北
朝
期
の
混
乱
し
た
叡
山
に
あ
っ
て
、
円
観
・
義
源
・
光
宗
と
い
っ
た
人

々
が
目
指
し
た
の
は
、
「
祖
法
」
の
復
興
に
よ
る
秩
序
の
再
建
で
あ
っ
た
。
円

戒
復
興
の
活
動
や
記
録
の
編
纂
と
い
う
行
為
が
、
そ
の
よ
う
な
意
識
に
基
づ
い

て
行
な
わ
れ
た
事
は
、
既
に
述
べ
た
所
で
あ
る
。

円
戒
復
興
を
行
っ
た
戒
家
の
人
々
の
特
徴
と
し
て
、
全
て
の
仏
道
修
行
を
伝

戒
・
持
戒
に
一
元
化
し
た
事
が
挙
げ
ら
れ
る
。
『
渓
嵐
集
』
に
も
、
そ
れ
を
示

す
記
述
が
見
ら
れ
る
。

ニ
ハ
ヲ
（
岨
）

戒
家
以
二
慈
悲
一
為
二
根
源
一
。
故
繧
益
有
情
戒
為
し
本
。

仏
道
の
根
源
は
慈
悲
に
あ
り
、
戒
に
よ
っ
て
こ
そ
実
現
さ
れ
る
と
説
く
。
他
の

箇
所
で
は
、
「
戒
は
是
れ
三
学
の
中
の
本
体
な
り
。
価
っ
て
定
恵
を
以
て
方
便

と
為
す
。
」
と
も
言
う
。
戒
を
重
視
す
る
従
来
の
立
場
か
ら
一
歩
踏
永
出
し

て
、
戒
に
全
て
を
帰
結
さ
せ
る
立
場
を
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
何
故
戒
に
よ

っ
て
慈
悲
が
実
現
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
が
見
ら
れ
る
。

ノ
ト

（
仏
力
）

山
王
院
大
師
釈
云
。
山
王
出
世
本
懐
者
。
示
二
開
示
悟
入
酢
儀
之
智
見
二

・
Ａ
恐
）

利
益
国
土
一
。
所
謂
利
益
国
土
者
。
在
三
円
頓
戒
与
二
灌
頂
一
已
上
。

第
五
代
座
主
円
珍
（
山
王
院
）
の
「
山
王
の
本
懐
は
戒
と
灌
頂
に
あ
る
」
と
い

（
卵
）

う
言
葉
が
、
文
証
と
し
て
引
か
れ
て
い
る
。
戒
家
の
人
々
は
、
山
王
権
現
の
神

意
を
満
た
す
端
的
な
実
践
と
し
て
円
戒
を
捉
え
た
。
表
面
的
な
記
述
を
見
る
限

り
、
『
渓
嵐
集
』
は
そ
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

石
田
瑞
麿
氏
に
よ
る
と
、
興
円
・
円
観
ら
の
復
興
し
た
円
戒
は
、
最
澄
の
そ

ノ
ハ

ノ
ニ

ノ

凡
総
持
院
建
立
天
子
本
命
道
場
不
限
。
一
切
衆
生
本
命
道
場
也
。

ト
ン
折
ノ
ー
（
岬
）

然
則
一
衆
生
我
山
護
持
不
し
預
者
無
し
之
。

れ
に
比
し
、
密
教
化
の
進
行
が
著
し
い
と
い
う
。
石
田
氏
は
主
と
し
て
、
戒
灌

頂
を
取
り
入
れ
た
と
い
う
形
式
面
に
着
目
し
、
円
戒
と
密
教
理
念
と
の
結
合
を

（
副
）

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

私
な
り
に
石
田
氏
の
説
を
解
釈
す
る
な
ら
、
円
戒
の
密
教
化
は
、
世
界
観
の

変
化
を
伴
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
何
故
全
て
の
仏
道
修
行
を
戒
に
一
元
化

し
得
た
か
、
と
言
う
な
ら
、
そ
こ
に
は
、
全
世
界
を
根
源
か
ら
規
定
す
る
原
理

が
存
在
す
る
事
、
従
っ
て
、
そ
の
原
理
に
則
る
事
が
世
界
に
慈
悲
を
満
た
す
事

に
他
な
ら
な
い
、
と
い
う
確
信
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
「
山
王
の
本
懐
」
と

い
う
記
述
を
、
こ
の
よ
う
な
世
界
観
に
基
づ
く
文
言
と
し
て
読
む
こ
と
で
、
初

め
て
戒
家
の
人
々
の
円
戒
復
興
に
か
け
た
情
熱
が
、
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

翻
っ
て
見
る
な
ら
、
最
澄
に
と
っ
て
の
利
生
と
は
、
「
千
里
を
照
し
一
隅
を

守
る
」
主
体
を
育
成
し
、
彼
ら
の
実
践
活
動
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
も
の
だ
っ

た
。
戒
は
そ
の
手
段
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
『
渓
嵐
集
』
で
は
、
外
来
の
仏
教
思
想
か
ら
「
本
迩
」
概
念

を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
伝
統
的
神
観
念
を
変
容
さ
せ
、
新
た
な
世
界
観
を
成

立
さ
せ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
本
来
中
国
仏
教
の
も
の
で
あ
っ
た
「
戒
」
や

「
本
迩
」
が
、
神
祇
信
仰
と
一
体
の
も
の
と
し
て
、
捉
え
直
さ
れ
て
い
る
。

戒
家
の
人
々
は
、
こ
の
世
界
観
に
基
づ
い
て
利
生
を
考
え
た
。
そ
の
結
果
、

持
戒
に
よ
っ
て
神
意
に
適
う
事
が
即
ち
利
生
と
捉
え
ら
れ
、
戒
が
目
的
化
さ
れ

た
の
で
あ
っ
た
。
私
達
は
そ
こ
に
、
個
人
の
指
導
力
よ
り
も
大
衆
集
団
の
合
意

に
基
づ
い
て
行
動
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、
中
世
叡
山
の
様
相
を
窺
う
こ
と
が
で

（
塊
）

き
る
。
『
渓
嵐
集
』
に
現
れ
た
外
来
思
想
と
伝
統
思
想
の
融
合
は
、
こ
の
よ
う

な
大
衆
理
念
の
形
成
の
中
で
、
生
承
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

九
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（
１
）
『
群
書
類
従
』
三
Ｐ
州

（
２
）
同
右
Ｐ
Ⅷ

（
３
）
同
右
Ｐ
川

（
４
）
『
愚
管
記
』
応
安
元
年
七
月
五
日
条
。
『
大
日
本
史
料
』
六
’
二
九

Ｐ
州

（
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）
『
山
門
訴
申
』
・
『
大
日
本
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料
』
六
’
九
Ｐ
伽

（
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）
『
後
愚
昧
記
』
応
安
二
年
七
月
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日
条
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）
『
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山
記
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（
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山
文
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蔵
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（
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）
『
最
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日
本
思
想
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系
四
、
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波
書
店
、
一
九
七
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Ｐ
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（
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）
『
続
天
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宗
全
書
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円
戒
１
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春
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社
、
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九
八
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）
Ｐ
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（
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『
大
日
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料
』
六
’
二
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洲

（
ｕ
）
『
山
家
学
報
』
一
二
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ｕ

（
胆
）
『
日
本
仏
教
の
開
展
と
そ
の
基
調
』
下
（
三
省
堂
、
一
九
五
三
）

Ｐ
剛

（
Ｂ
）
「
戒
家
と
記
家
の
交
渉
」
（
『
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
』
七
○
）

（
Ｍ
）
『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
七
六
Ｐ
剛

（
妬
）
実
際
、
『
惟
賢
比
丘
筆
記
』
に
は
、
「
偏
に
神
徳
を
顕
揚
し
霊
感
を

増
さ
ん
が
た
め
」
と
、
神
意
を
迎
え
る
た
め
記
録
を
行
っ
た
と
い
う
主

旨
の
文
言
が
あ
る
。

（
焔
）
『
続
群
書
類
従
』
二
下
Ｐ
川

（
Ⅳ
）
『
大
正
蔵
』
七
六
Ｐ
Ⅷ

（
肥
）
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大
正
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』
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四
Ｐ
剛
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岨
）
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大
正
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』
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州

（
別
）
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大
正
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』
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剛
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）
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正
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』
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八
Ｐ
洲

（
〃
）
こ
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中
国
天
台
宗
の
湛
然
も
、
『
法
華
玄
義
釈
籔
』
七
上
の
中

で
、
概
当
部
分
に
つ
い
て
「
無
明
は
即
ち
法
性
」
と
説
き
、
無
明
を

「
性
」
と
し
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捉
え
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
路
）
『
大
正
蔵
』
三
三
Ｐ
剛

（
別
）
『
大
正
蔵
』
七
六
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剛

（
妬
）
同
右
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珊

（
邪
）
『
天
台
本
覚
論
』
（
日
本
思
想
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系
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、
岩
波
書
店
、
一
九
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三
）

Ｐ
刑
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原
白
文
。
返
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同
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田
村
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朗
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読
み
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た
。

（
”
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「
本
地
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説
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開
を
め
ぐ
っ
て
」
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神
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学
』
二
三
）

（
邪
）
『
大
正
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』
七
六
Ｐ
川

（
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）
同
右
Ｐ
川

（
帥
）
同
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Ⅷ
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別
）
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右
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川
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塊
）
同
右
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別

（
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）
同
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Ⅷ
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）
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右
Ｐ
川

（
弱
）
同
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剛
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鋪
）
同
右
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州
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師
）
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右
Ｐ
Ⅷ
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銘
）
同
右
Ｐ
Ⅲ
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『
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）
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）
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王
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は
、
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ら
、
分
派
的
に
な
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ち
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大
衆
集
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の
結

合
の
理
念
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。
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二
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